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障害者団体アンケート①（案） 

◆次の事項について、現状や課題、意見などをお書きください。 

貴団体の概要について 

貴団体名 
 

記入者名： 

所在地： 

主な活動地域： 

主な障害種別（該当する番号に○をしてください。）： 

１．身体  ２．知的  ３．精神  ４．難病 ５．発達障害  ６．高次脳機能障害 

７．その他（                            ） 

 

構成員数：（     ）人 

活動概要： 

 

 

 

３年前と比べて、貴団体の活動状況はどのように変わりましたか（該当する番号１つに○）： 

１．活発になった     ２．やや活発になった ３．３年前とほぼ変わらない 

４．やや活発でなくなった ５．活発でなくなった ６．活動を開始してから３年たっていない 

 

回答の前にお読みください。 
 
◆ 枚方市では「枚方市障害者計画」において、次の基本理念を掲げています。 

【基本理念】 

①障害のある人が、障害のない人と同じように、地域のなかで自立して生活できるよ

うにします。 

②障害のある人が、市民社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し、いきいきと

活動できるようにします。 
 

枚方市ではこの基本理念を掲げる障害者計画（第４次改訂版）（計画期間：令和６年度

から令和８年度末）において次の５つの施策基本目標に沿って具体的な施策を展開して

います。 

【５つの施策基本目標】 

１ 市民啓発及び地域との交流の推進 

２ 障害者（児）が安心できるまちづくり 

３ 安心して生活できるサービスの確保と提供 

４ 自分らしい生き方を見つける・選ぶ 

５ 身近な相談窓口の充実ときめ細やかな情報提供 

資料５－６ 
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質 問 １ 

５つの施策基本目標それぞれの囲みの中に、計画記載の施策を〈選択肢〉としています。いず

れも大事な施策ですが、特に取り組むべき施策はどれか、該当する番号１つに○をしてください。 

また、５つの施策基本目標それぞれについて、貴団体で取り組んでおられることや市が取り組

むべき課題への対応等、ご意見をお書きください。（特にご意見がない項目は空欄のままで結構

です） 

 

施策基本目標１ 市民啓発及び地域との交流の推進  

 （具体的な取り組み例：障害への理解を深める啓発活動、ボランティア活動支援体制の整備、 

身近な居場所づくりの整備 など） 

問１－１ 特に取り組むべき施策（〇は１つ） 

１．人権・人命の尊重 ２．虐待や差別の防止  ３．合理的配慮  ４．地域福祉活動     

５．地域交流の推進と居場所づくり 

貴団体のご意見： 

 

 

 

 

 

施策基本目標２ 障害者（児）が安心できるまちづくり  

 （具体的な内容例：交通・道路等の環境整備、施設のバリアフリー化、災害時の避難方法 など） 

問１－２ 特に取り組むべき施策（〇は１つ） 

１．バリアフリーの整備     ２．保育・療育・教育の充実  

３．インクルーシブ教育・保育の推進 ※１ ４．自然災害（避難行動要支援者対策） ※２ 

貴団体のご意見： 

 

 

 

 

 

※１インクルーシブ教育：障害者の権利に関する条約で示されている「インクルーシブ教育」とは、障害

の有無に関わらず、すべての子どもが共に学ぶことで、「共生社会」の実現を目指していくこと。 

※２ 避難行動要支援者：災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれがある場合に、自分だけでは避

難することが困難で、円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する人。 
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施策基本目標３ 安心して生活できるサービスの確保と提供  

 （具体的な内容例：障害児の保育・療育の推進、学校教育、休日・放課後等の支援 など） 

問１－３ 特に取り組むべき施策（〇は１つ） 

１．福祉サービス提供体制の充実と質の向上 ２．多様なコミュニケーション 

３．情報アクセシビリティ※の向上及び意思疎通支援の充実 ４．障害ニーズに応じた対応    

５．保健・医療との連携 

貴団体のご意見： 

 

 

 

 

※情報アクセシビリティ：年齢や障害の有無等に関係なく、誰でも必要とする情報に簡単にたどり着け、

利用できることをいう。 

 

施策基本目標４ 自分らしい生き方を見つける・選ぶ 

 （具体的な内容例：就労支援に向けた相談・支援、生涯学習・余暇活動への支援 など） 

問１－４ 特に取り組むべき施策（〇は１つ） 

１．就労に向けた支援  ２．就労に関する相談支援  ３．工賃向上に向けた支援 

４．生涯学習の推進   ５．文化・芸術活動への支援  

６．スポーツ・レクリエーション活動への支援  

貴団体のご意見： 

 

 

 

 

 

施策基本目標５ 身近な相談窓口の充実ときめ細やかな情報提供  

 （具体的な内容例：関係機関との相談・支援体制の連携、多様な手法による情報提供など） 

問１－５ 特に取り組むべき施策（〇は１つ） 

１．相談・支援体制の充実ときめ細やかな情報提供  

２．関係機関との連携による支援の充実  

貴団体のご意見： 
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質 問 ２ 

以下の項目についてご意見をお書きください。 

（いずれも、特にご意見がない項目は空欄のままで結構です） 

質問 2-1 人材の確保 

障害者の支援などの活動を担う人材を確保するために、貴団体で取り組んでおられることや 

市で取り組むべき課題等、ご意見をお書きください。 

①貴団体での取り組み 

 

 

 

②市で取り組むべきこと 

 

 

 

 

質問 2-2 支援の届きにくい人たちの把握 

 アルコールやギャンブルなどへの依存、成人のひきこもり、など従来の障害福祉施策の枠組み 

では支援の届きにくい人たちの実態を把握するために、貴団体で取り組んでおられることや市で 

取り組むべき課題等、ご意見をお書きください。 

①貴団体での取り組み 

 

 

 

②市で取り組むべきこと 

 

 

 

 

◆その他、ご自由にご意見をお書きください。 

 

 

 

 

 

続いて障害者団体アンケート②へお進みください。
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障害者団体アンケート②（案） 

◆以下に掲げる福祉サービスについて、感じていることをご記入ください。 

◆「不満な点や利用しづらい点」「こんなサービスがあればよいと思うこと」の欄には、障害福祉

サービス等について、不満な点や利用しづらい点、こんなサービスがあればよいとお感じになっ

ていることをお書きください。 

◆「その他の補足意見」の欄には、その他、ご自由にご意見をお書きください。 

 

１．障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス 

 ①訪問系サービス 

●居宅介護（ホームヘルプ） 入浴、排せつ、食事の介護、通院の付き添いなど居宅での生活全般

にわたる介護。 

●重度訪問介護 重度の肢体不自由者、重度の知的障害者及び精神障害者に対する居宅での入浴、

排せつ、食事の介護のほか、外出の際の移動中の介護など総合的な介護 

●同行援護 視覚障害により、屋外での移動に著しい制限がある方に、移動に必要な情報の提供（代

筆・代読を含む）や移動中の介護。 

●行動援護 知的障害又は精神障害によって行動上著しい困難があるため、常時介護が必要な方に

対して、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援助や外出の際の移動中の介護。 

●重度障害者等包括支援 常に介護が必要な方に対する居宅介護その他の包括的な介護。 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 
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②日中活動系サービス 

●生活介護 障害者支援施設などで日中に行われる入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動、生産

活動の機会提供などの援助。 

●自立訓練（機能訓練） 理学療法、作業療法等のリハビリテーション、生活等に関する相談及び

助言等の支援。 

●自立訓練（生活訓練） 入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活に必要な訓練、生活

等に関する相談及び助言等の支援。 

●就労移行支援 就労を希望する方に対して、生産活動などの機会の提供を通じて、就労に必要な

知識や能力向上のために必要な訓練の提供。 

●就労継続支援（Ａ型） 一般就労が困難な障害者のうち、雇用契約などに基づく就労が可能な人

に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、就労に必要な訓練、就職活動に関する支

援を実施。 

●就労継続支援（Ｂ型） 一般就労が困難な障害者に、就労の機会を提供するとともに就労に必要

な訓練、就職活動に関する支援を実施。 

●就労選択支援 障害者等のニーズ、特別支援学校卒業者数、就労移行支援、就労継続支援 A 型

又は就労継続支援B型を現に利用している者の数等を把握するとともに、多様な就労の機会の提

供と就労意向に沿った必要な知識及び能力の向上等の訓練及び就職活動に関する支援を実施。 

●就労定着支援 一定期間にわたり本人との相談や雇用先への訪問、関係機関との連絡調整などを

一体的に実施し、継続雇用を支援。 

●療養介護 医療が必要な方に対して、病院などで日中に行われる機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理の下での介護や日常生活上の援助。 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 
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③居住系サービス 

●短期入所（ショートステイ） 介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に対して

施設で行う入浴、排せつ、食事の介護。 

●共同生活援助（グループホーム） 日常生活上の援助及び入浴、排せつ、食事の介護などグルー

プホームで夜間や休日に行われる介護。 

●施設入所支援 施設に入所する方に対して夜間に行われる入浴、排せつ、食事の介護。 

●自立生活援助 定期的な居宅訪問などにより利用者の状況を把握し、必要な情報提供や助言など

の支援を一体的に実施。 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        次のページへ 
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④地域生活支援事業 

●障害者相談支援事業 障害者のいろいろな相談に応じて情報の提供や助言を行うもの。 

●移動支援事業（ガイドヘルパ―派遣） 障害者の外出に際し、円滑な移動を支援するもの。 

●障害児通学支援事業（通学ガイドヘルパ―派遣） ひとりで通学が困難な障害のある児童・生徒

の通学を支援するもの。 

●日中一時支援事業 障害者（児）を対象とした短期入所の日帰り型及び放課後の見守りなど。 

●意思疎通支援事業 手話通訳者・要約筆記者の派遣、盲ろう者の方には通訳・介助者の派遣など

を通じて、障害者の方の円滑な意思疎通を図るもの。 

●地域活動支援センター事業 創作的な活動や生産活動の機会の提供やその他の日常生活を援助

するもの。 

●日常生活用具給付等事業 日常生活を便利に、又は容易にするために必要な物の給付を行うもの。 

 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        次のページへ 
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２．児童福祉法等に基づく支援 

⑤障害児支援 

●児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練

などを提供。 

●放課後等デイサービス 学校通学中の障害児を対象に、放課後や夏休み等の長期休暇中において、

生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立

を促進するとともに、放課後等に居場所を提供。 

●保育所等訪問支援 保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障害児を対象に、集団生活の適応

のための専門的な支援を提供。 

●居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援や放課後等デイサービスを利用することができない、重

度の障害児の居宅に訪問して発達支援を提供 

●障害児相談支援 障害児通所支援のサービス利用に向けての相談やサービス等利用計画の作成。

●福祉型児童入所支援 主に重度・重複障害児を対象に、保護、日常生活の指導、知識技能の付与

などを提供。 

●医療型児童入所支援 福祉型障害児入所支援の内容に加え、医療を提供。 

 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 

 

 

 

 

 

   

 

                                      次のページへ 
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⑥以下の施設における障害児受入れ 

●保育所     

●幼稚園 

●認定こども園  

●留守家庭児童会室 

 

不満な点や利用しづらい点 

 

 

 

 

 

こんなサービスがあればよいと思うこと 

 

 

 

 

 

その他の補足意見 

 

 

 

 

 

 

質問は以上です。 月 日（ ）までに同封の返信用封筒を使ってご返送ください。 

ご協力ありがとうございました。 

ご回答いただきましたご意見等は整理の上、一部団体の方に詳細なヒアリング調査を実施させていた

だきたいと考えております。ご協力いただける方のお名前・連絡先のご記入をお願いいたします。 

 

お名前：                 

 

連絡先（電話またはＦＡＸ）：                              


